
 吉見町介護予防・日常生活支援総合事業実施要領 
 

趣旨 

  この要領は、「吉見町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱（以下「要

綱」という。）に基づき、介護予防生活支援サービス事業（以下「サービス事業」とい

う。）の支給額、指定事業者の指定並びに通所型サービス（緩和型）、訪問型サービス

（緩和型）の人員・設備・運営等に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

第１章 サービス事業支給額（要綱第３条、第５条関係） 

 

 １ サービス事業の支給額 

サービス事業の支給額は、表１「サービス事業支給費単位表」に定める単位数に以

下の１単位の単価を乗じて算定する。 

  （１） 通所型サービス（緩和型）  １単位 １０．００円 

  （２） 訪問型サービス（緩和型）  １単位 １０．００円 

（３） 介護予防ケアマネジメントＡ １単位 １０．２１円 

   

 ２ 端数処理 

費用の額を算定した場合において、その額に１円未満の端数がある時は、その 

端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

 

【表1 サービス事業支給費単位表】 

 

１ 通所型サービス（緩和型）  

 

（１）通所型サービス（緩和型）（Ⅰ）257単位（1回に3時間以上5時間未満の利用） 

   （事業対象者・要支援１ 週１回までのサービスを行った場合） 

   （事業対象者・要支援２ 週２回までのサービスを行った場合） 

 

（２）通所型サービス（緩和型）（Ⅱ）277単位（1回に5時間以上9時間未満の利用） 

   （事業対象者・要支援１ 週１回までのサービスを行った場合） 

   （事業対象者・要支援２ 週２回までのサービスを行った場合） 

 

注 令和３年９月３０日までの間は、新型コロナウイルス感染症対応として、通所 

型サービス（緩和型）（Ⅰ）・（Ⅱ）については、所定単位数の千分の千一に 

相当する単位数を算定する。 

 

（３）生活機能向上グループ活動加算100単位（1月につき） 

 

  注 以下の①～④の支援を提供した場合に所定単位を算定する。 



    ただし、同じ利用者に対し、同一月内に本加算と運動機能向上加算、栄養改 

善加算、口腔機能改善加算は併算定できない。なお、本加算の配置職員は定 

めず、配置基準に定められた職員で対応可能とする。 

① 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して利用者毎 

  に日常生活の自立支援に資する具体的な目的を設定した個別計画を作成 

    ② 日常生活に直結した活動項目を複数種類用意 

    ③ 適切な規模の小集団で実施（６人程度） 

    ④ 利用者１人に対し、週１回以上、当該サービスを提供   

 

（４）運動機能向上加算 225単位（1月につき） 

  注  以下の①～④の体制や支援を提供した場合に所定単位を算定する。 

① 機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師、また前記述の機能訓 

練指導員を配置した事業所で6月以上の機能訓練指導に従事した経験を 

有するはり師及びきゅう師（以下「理学療法士等」という。）を１人以 

上配置 

② 利用者の運動機能を利用開始時に把握し理学療法士等・介護職員・生活 

相談員等が共同して、運動機能向上計画を作成 

③ 利用者ごとの計画に従い、理学療法士等が運動機能向上サービスを行い、  

              定期的に記録 

④ 利用者ごとの計画の進捗状況を定期的に評価 

 

（５）－1 生活機能向上連携加算１ 200単位（1月につき）運動機能向上加算を算定しない場合 

       生活機能向上連携加算2  100単位（1月につき）運動機能向上加算を算定する場合 

  注  以下の①・②の体制や支援を提供した場合に所定単位を算定する。 

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事 

業所、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等（以下「理学療法士等」とい 

う。）が、通所型サービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導 

員等と共同で利用者の身体状況等の評価を行い、個別機能訓練計画等を 

作成する。 

 ② 個別機能訓練計画の進捗状況等について、3月ごとに1回以上理学療法 

   士等が当該事業所を訪問し機能訓練指導員等と共同で評価し、必要に 

応じ訓練の見直しを行う。 
 

（５）－２ 生活機能向上連携加算3  200単位（1月につき）運動機能向上加算を算定しない場合 

             生活機能向上連携加算4  100単位（1月につき）運動機能向上加算を算定する場合 

注  以下の①・②の体制や支援を提供した場合に所定単位を算定する。 

① 町が派遣する医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等（以下「町が派遣 

する理学療法士等」という。）が、通所型サービス事業所を訪問し、当該事業 

所の機能訓練指導員等と共同で利用者の身体状況等の評価を行い、個別機能訓 

練計画等を作成する。 



② 個別機能訓練計画の進捗状況等について、3月ごとに1回以上町が派遣する理 

学療法士等が当該事業所を訪問し機能訓練指導員等と共同で評価し、必要に 

応じ訓練の見直しを行う。 

 

（６）栄養改善加算 200単位（1月につき）※原則3月以内、月2回が限度。         

   注 以下の①～⑤の体制や支援を提供した場合に所定単位を算定する。 

① 当該事業所の職員、又は外部（他の介護事業所、医療機関又は栄養ケア・ 

ステーション）との連携により管理栄養士を１人以上配置 

② 利用者の栄養状態を開始時に把握し、医師、管理栄養士、看護職員、介 

護職員、生活指導員等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食 

形態に配慮した栄養ケア計画を作成 

③ 栄養ケア計画に従い、管理栄養士等が栄養改善サービスを行うとともに 

利用者の栄養状態を定期的に記録 

④ 栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価 

⑤ 必要に応じ居宅を訪問する。 

  

（７）口腔・栄養スクリーニング加算 20単位（1回につき）※6月に1回が限度。         

   注 以下の①～④の体制や支援を提供した場合に所定単位を算定する。 

     ① 通所型サービス事業所の従事者が利用開始時及び利用中6月ごとに利用者 

       の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を、利用者 

を担当する介護支援専門員に文書で提供する。 

② 口腔・栄養スクリーニング加算を実施するか否かは、サービス担当者会 

  議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔・       

  栄養スクリーニングを継続的に実施する。 

③ 別紙様式(国様式)を用いてスクリーニングを実施する。 

④ 口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合又は低栄養状態の利用者 

については、主治の医師・歯科医師への受診状況を利用者又はその家族に 

確認し、必要に応じて受診を促すとともに担当する介護支援専門員に口腔 

機能向上又は栄養改善に資するサービスの提供を検討するよう依頼する。 

※栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可能。 

【確認すべき事項】 

 ◆口腔 

 ① 食事形態の確認 

 ② 義歯の使用の有無 

 ③ むせこみの有無 

 ④ 歯科医師等への連携の必要性等 

 ◆栄養 

  ① ＢＭＩが18.5未満か 

  ② １～6月間で3％以上の体重減少が認められる者又は基本チェックリス 

    ト№11の項目が「１」に該当するか 

  ③ 血清アルブミン値が3.5ｇ/dl以下か 

  ④ 食事摂取量が不良（75％以下）か   



  ⑤ 医師、管理栄養士等への連携の必要性等 

 

（８）口腔機能向上加算 150単位（1月につき） 

  注 以下の①～④の体制や支援を提供した場合に所定単位を算定する。 

     ① 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１人以上配置 

     ② 利用者の口腔機能状態を開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、 

       看護職員、介護職員、生活指導員等が共同して、利用者ごとの口腔 

機能改善管理指導計画を作成 

③  口腔機能改善管理指導計画に従い、管理栄養士等が栄養改善サービス  

  を行うとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録 

④ 口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を3月ごとに評価 

 

※食事、入浴、その他通所型サービス（緩和型）の提供において提供される 

便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 

その利用者に負担させることが適当と認められる費用は、通所型サービス 

（緩和型）支給費の対象外とし、各事業所が利用者より実費として徴収する。 

 

 

２ 訪問型サービス（緩和型） 

 

（１） 訪問型サービス（緩和型）（Ⅰ） 125単位（１回30分未満につき） 

（事業対象者・要支援1・2 週2回までのサービスを行った場合） 

 

（２） 訪問型サービス（緩和型） (Ⅱ） 250単位（１回30分以上60分以内につき）   

（事業対象者・要支援1・2 週2回までのサービスを行った場合） 

 

（３） 訪問型サービス（緩和型）（Ⅲ） 132単位（１回30分未満につき） 

   （事業対象者・要支援2   週2回を超える程度のサービスを行った場合） 

 

（４） 訪問型サービス（緩和型） (Ⅳ） 264単位（１回30分以上60分以内につき） 

   （事業対象者・要支援２    週２回を超える程度のサービスを行った場合） 

 

 注１ 利用者に対して、指定事業所の訪問介護員等が吉見町介護予防・日常生活 

支援総合事業訪問型サービス（緩和型）の事業の人員、設備及び運営に関 

する基準を定める要領に規定する訪問型サービスを行った場合に算定する。 

 

  注２ 訪問型サービス（緩和型）は、利用者の状態を踏まえながら、住民主体に 

     よる支援等の多様なサービスの利用を促進し、指定事業所による専門的技 

     術等のサービスが適すると認められた方に対し生活に必要な家事支援等を 

行う。 

利用者の心身機能の回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指すもので 

なければならない。 



注３ 令和３年９月３０日までの間は、新型コロナウイルス感染症対応として、 

訪問型サービス（緩和型）（Ⅰ）～（Ⅳ）については、所定単位数の千分 

の千一に相当する単位数を算定する。 

 

（５） 初回加算 200単位（1月につき） 

  注１ 新規に訪問型サービスを作成した利用者に対して、訪問事業責任者が初回も 

    しくは初回の訪問型サービスを行なった日の属する月に、指定訪問型サービ 

    スを行なった場合に算定する。 

 

（６） 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位（１月につき） 

  注１ 理学療法士等が、訪問せずに利用者の状況を適切に把握（ICTを活用した 

     動画やテレビ電話等）したうえで訪問事業責任者に助言を行い、訪問事業 

責任者が助言に基づいた訪問型サービス計画を作成しその計画に基づく訪 

問型サービスを行った場合に算定する。 

  注２ 初回の訪問型サービスが行われた日の属する月に加算する。 

  注３ 計画作成から3月経過後、利用者及び理学療法士等に目標の達成度合いを 

報告する。 

 

（７） 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位（１月につき） 

  注１ 理学療法士等が直接訪問する、又は介護予防訪問リハビリテーション等の 

一環として利用者の居宅に訪問する際に訪問事業責任者が同行し、当該理 

学療法士等と利用者の身体状況等の評価を共同で行い、生活機能向上のた 

めの訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該理学療法士等と連 

携し、その計画に基づく訪問型サービスを行った場合に算定する。 

注２ 初回の訪問型サービス（緩和型）の行われた日の属する月以降3月の間、 

1月につき所定単位を加算する。 

注３ 加算を算定する期間中は、利用者及び理学療法士等に目標の達成度合いを 

報告する。 

 

（８） 生活機能向上連携加算（Ⅲ） 200単位（１月につき） 

注１ 町が派遣する理学療法士等が直接訪問する際に訪問事業責任者が同行し、当該 

理学療法士等と利用者の身体状況等の評価を共同で行い、生活機能向上のための 

訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、その 

計画に基づく訪問型サービスを行った場合に算定する。 

注２ 初回の訪問型サービス（緩和型）の行われた日の属する月以降3月の間、1月につ 

き所定単位を加算する。 

注３ 加算を算定する期間中は、利用者及び当該理学療法士等に目標の達成度合いを報 

   告する。 

 

（９） 身体介護加算 27単位（１回につき） 

注 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（平成12年3月17日老計10 

   号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知）」に掲げる身体介護に該当する 

サービス行為を行った場合に加算する。 



 

３ 介護予防ケアマネジメントＡ（原則的なケアマネジメント） 

 

（１） 介護予防ケアマネジメント費（１月につき）  438単位 

  注１ 介護予防ケアマネジメントＡ費は、地域包括支援センターと委託契約を締 

結している居宅介護支援事業所において利用者に対して介護予防ケアマネ 

ジメントＡ支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画を 

作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している当該居宅介護 

支援事業所について、所定単位数を算定する。 

注２ 令和３年９月３０日までの間は、新型コロナウイルス感染症対応として、 

介護予防ケアマネジメント費については、所定単位数の千分の千一に相当 

する単位数を算定する。 

 

（２） 初回加算 300単位 

  注 地域包括支援センターと委託契約を締結している居宅介護支援事業所において 

    以下の①～③の支援が提供される場合に、初回加算として１月につき所定単位 

数を加算する。 

① 新規に介護予防ケアマネジメントＡの計画作成を実施する場合 

② 介護予防ケアマネジメントの実施が終了して２か月以上経過した後に、 

介護予防ケアマネジメントＡの計画作成を実施する場合 

③ 要介護認定者が要支援認定あるいは事業対象者としての認定を受け、介護 

予防ケアマネジメントＡ計画作成を実施する場合 

 

（３） 委託連携加算 300単位 

 注 地域包括支援センターが利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居 

宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅 

介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの 

作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人 

につき１回を限度として所定単位数を加算する。 

 

 



第２章 サービス事業の指定事業者の指定（要綱第４条第１項関係） 

 １ 指定事業者の申請 

サービス事業を行う指定事業者の申請は、吉見町介護予防・日常生活支援総合事業

指定事業者申請書（様式第１号）に関係書類を添えて町長に申請する。 

 

 ２ 指定事業者の可否通知 

 町長は、指定事業者の申請があった場合は、指定の可否を決定し、吉見町介護 

予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書（様式第２号）又は吉見町介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書（様式第３号）により、申

請をした者に通知する。 

 

３ 指定有効期間 

指定事業者の指定有効期間は、６年間とする。 

  

４ 指定の拒否 

  町長は、吉見町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する

場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合

においては、事業者を指定しないこととすることができる。 

 

 ５ 指定事業者の変更の届出等 

 指定事業者が、指定事業の内容を変更するときは吉見町介護予防・日常生活支援総

合事業指定事業者変更届出書（様式第４号）の届出を、指定事業の廃止、休止又は再

開の届出は、吉見町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届

出書（様式第５号）の届出を行うものとする。 

  

６ 指定事業者情報の公表及び提供 

 町長は、指定事業所の指定及び届出の受理をしたときは、当該指定等に係る事業者

に関する情報のうち下記の事項を公表するとともに、埼玉県、国民健康保険団体連合

会その他の機関に対して、提供することができる。 

（１） 事業所の名称及び所在地 

（２） 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代 

表者の氏名及び住所 

 （３） 指定年月日 

 （４） 事業開始年月日 

 （５） 運営規定 

 （６） 介護保険事業所番号 

 （７） その他町長が適当と認める事項  

 

 

 

 

 



様式第１号 

吉見町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書 

 

年  月  日  

吉見町長    様 

所在地 

申請者 名 称 

   代表者             

吉見町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱第４条第１項に掲げる指定

事業者の指定を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。 

申

請

者 

フリガナ  

名称  

主たる事務所

の所在地 

（郵便番号   ―     ） 

       

連絡先 電話番号  FAX番号  

法人の種別  

代表者の 

職名・氏名・ 

生年月日 
職名  

フリガナ 生年月日 

氏名 

代表者の住所 
（郵便番号   ―     ） 

      

申

請

に

係

る

事

業

所 

事業所の名称 

（フリガナ） 

 

事業所所在地 
（郵便番号   ―     ） 

       

事業の種類  

事業の開始 

予定年月日  

同
一
所
在
地
に
お
い
て
行
う
事
業
に

関
す
る
事
項 

実施事業 事業所等の名称 当該事業の指定年月日 

   

   

   

   

介護保険事業所番号             （既に指定を受けている場合） 

指定を受けている他市町村名   
医療機関コード等        （指定又は許可を受けている場合） 

 



（裏） 

備考 

 １ 「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「一

般社団法人」「公益財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記入してください。 

 ２ 「当該事業の指定年月日」欄は、当該事業について介護保険法による指定事業者として

指定された年月日を記載してください。 

 ３ 申請書の住所・所在地の記入欄には、ビル、マンションの名称等についても記入してく

ださい。 

４ 保険医療機関、保健薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーションとして既 

に医療機関コード等が付番されている場合には、そのコードを「医療機関コード 

等」欄に記載してください。複数のコードを有する場合には、適宜様式を補正して、そ

のすべてを記載してください。 

 

 添付書類は、次の書類を添えてください。 

１ 付表（指定様式） 

 ２ 別に指示する添付書類 

 

 



 

様式第２号 

                        吉発第      号 

                           年  月  日 

                     

 

          様 

 

  

                   吉見町長         

                     

 

吉見町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書 

 

 

     年  月  日付で申請のあった事業所については、介護予防・日常生活支援

総合事業の指定事業者として下記のとおり指定しましたので通知します。 

 

記 

 
 １ 申請事業者の名称 

 ２ 代表者の氏名 

 ３ 事業所の名称 

 ４ 事業所の所在地 

 ５ 介護保険事業者番号 

 ６ 指定年月日 

 ７ 指定に係る有効期間 

 ８ サービスの種類 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

                            吉発第      号 

  年  月  日 

                          

 

          様 

 

  

                      吉見町長         

                     

吉見町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者申請却下通知書 

 

 

     年  月  日付で申請のあった下記のサービスについては、吉見町介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定をしないので通知します。 

 

記 

 
 １ 申請事業者の名称 

 ２ 代表者の氏名 

 ３ 事業所の名称 

 ４ 事業所の所在地 

 ５ 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

様式第４号 

年  月  日 

吉見町長     様 

所在地 

事業者 名 称 

代表者氏名         

 

吉見町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書 

 

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。 

 事業者番号  

指定した内容を変更した事業所 
名称  

所在地 

サービスの種類 訪問型サービス・通所型サービス 

変更があった事項 変更の内容 

1 事業所の名称 （変更前） 

 2 事業所の所在地 

3 申請者の名称 

4 主たる事務所の所在地 

5 代表者の氏名、住所および職名 

6 
登録事項証明書又は条例等 

（当該事業に関するものに限る。） 

7 事業所の建物の構造、専用区画等 

8 事業所の管理者等の氏名および住所 （変更後）  

 

 

 

 

9 運営規程等に係る事項 

10 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関 

11 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等 

との連携・支援体制 

12 本体施設、本体施設との移動経路等 

13 併設施設の状況等 

14 その他 

変更年月日   年   月   日 

※１ サービスの種類の名称及び変更があった事項の項目番号に〇を付してください。 

※２ 変更内容が分かる書類を添付してください。 



 

様式第５号             

  年  月  日 

 

吉見町長     様 

所在地 

事業者 名 称 

代表者氏名         

 

 

吉見町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書 

 

 

次のとおり事業の廃止（休止・再開）をしましたので届け出ます。 

 

 事業所番号  

廃止（休止・再開）する 

事業所 

名称  

所在地  

サービスの種類  

廃止・休止・再開の別 

（いずれかを○で囲む。） 
廃止 ・ 休止 ・ 再開 

廃止・休止・再開した 

年月日 
 

休止予定期間 

（休止する場合のみ記入） 
 

廃止・休止する理由  

現にサービス等を受けてい

た者に対する措置 
（休止・廃止した場合のみ） 

 

備考 事業の再開に係る届出にあっては、当該事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

に関する書類を添付してください。



第３章 通所型サービス（緩和型）事業の指定事業者の人員、設備、及び運営に関す 

る基準（要綱第４条第１項関係） 

 

１ 一般原則 

 （１） 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った

サービスの提供に努めなければならない。 

（２） 指定事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、

他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に

努めなければならない。 

 

２ 基本方針 

（１） 通所型サービス（緩和型）は、引きこもりがちな高齢者や軽度認知症のリスクの

ある高齢者等に対し、自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利

用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目

指すものでなければならない。 

（２）  指定事業者は、利用者の課題に応じて明確な目標を定めて、自立支援に資するサ 

    ービスを提供することにより、一般介護予防事業への移行を図るよう努めなければ

ならない。 

 

３ 従事者の員数 

（１） 指定事業者が通所型サービス（緩和型）の事業を行う事業所ごとに置くべき従 

事者の員数は、通所型サービス（緩和型）の単位ごとに専ら当該サービスの提供 

に当たる従事者が１人以上、利用者の数が１５人を超える場合にあっては、専ら 

当該サービスに当たる従事者に加えて利用者の数に応じて必要と認められる数と 

する。ただし、個別機能訓練等の実施により生活機能の向上が図れる場合は、同

一の事業所において一体的に運営される指定通所介護事業の従事者が兼務するこ

とができるものとする。 

（２） 前項の規定に基づき利用者の数が１５人を超える場合において加える従事者は、

利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービス（緩和型）の単位の従事

者として従事することができるものとする。 

（３） 前２項の通所型サービス（緩和型）の単位は、通所型サービス（緩和型）であ

ってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをい

う。 

（４） 指定事業者が指定通所介護事業者の指定を受け、かつ、通所型サービス（緩和

型）の事業と同一の事業所において一体的に運営されている場合については、そ

れぞれの人員に対する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

 

４ 管理者 

指定事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな 

らない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し又 

は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 



５ 設備等 

（１） 指定事業者が通所型サービス（緩和型）を行う事業所は、事業運営を行うた

めに必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は３平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、消火設備その他の非常災害

に対して必要な設備並びに通所型サービス（緩和型）の事業運営を行うために

必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

（２）  指定事業者が指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者への

サービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるも

のは、共用が可能である。ただし、指定事業所の機能訓練室等と指定事業所と

併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院における指

定通所リハビリテーション等を行うためのスペースについて共用する場合に

あっては、以下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等であっ

ても差し支えないものとする。 

イ 当該部屋等において、指定事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテー

ション等を行うためのスペースが明確に区分されていること。 

ロ 指定事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定事業所の設備区

分を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースと

して使用される区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を

満たすこと。 

  また、玄関、廊下、階段、送迎者両など、基準上の規定はないが、設置さ

れるものについても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が

可能である。 

  なお、設備を共用する場合、指定事業者は、事業所において感染症が発生

又はまん延しないように必要な措置を講じるよう、衛生管理等に一層努める

こと。 

 

 ６ 個別サービス計画の作成 

   指定事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況および希望を

踏まえて、通所型サービス（緩和型）の目標、当該目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別サービス

計画を作成するものとする。 

  

７ 内容及び手続きの説明 

（１） 指定事業者は通所型サービス（緩和型）の提供開始に際し、あらかじめ利用

申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規定の概要、事務所の職員の勤

務体制その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を 

得なければならない。 

（２） 指定事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項

の規定による文書の交付に代えて電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方

法による承諾を得ることができる。この場合において当該指定事業者は当該文

書を交付したとみなす。この方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの



記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならな

い。 

 

８ 受給資格等の確認 

 指定事業者は、通所型サービス（緩和型）の提供を求められた場合に、その者の提

示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援者等の認定の有無及び認定の有効

期間を確認するものとする。 

 

９ 心身の状態等の把握 

 指定事業者は、通所型サービス（緩和型）の提供に当たっては、利用者に係る地域

包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。 

 

 １０ 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供 

  指定事業者は、介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った

通所型サービス（緩和型）を提供しなければならない。 

 

１１ 介護予防サービス計画の変更の支援 

   指定事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用

者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な支援を行わなければならな

い。 

 

１２ サービス提供の記録 

  （１） 指定事業者は、通所型サービス（緩和型）を提供した際には、提供日及び内

容、当該通所型サービス（緩和型）について利用者に代わって支払いを受ける

総合事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記

載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

  （２） 指定事業者は、通所型サービス（緩和型）を提供した際には、提供した具体

的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合に

は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しな

ければならない。 

 

１３ 利用料の受領 

（１） 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービス（緩和型）

を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービス

（緩和型）に係る総合事業支給費の額から当該事業者に支払われる費用の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

（２） 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービス（緩和型）

を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービス

（緩和型）に係る総合事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。 



（３） 指定事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払

を利用者から受けることができる。 

（ア） 食事の提供に要する費用 

（イ） おむつ代 

（ウ） 入浴の提供に要する費用 

（エ） 前３号に掲げるもののほか、通所型サービス（緩和型）の提供において

提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用

であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

（４） 指定事業者は、前項各号の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら 

かじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明

を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 １４ 証明書の交付 

  指定事業者は、通所型サービス（緩和型）に係る利用料の支払いを受けた場合は、

提供した通所型サービス（緩和型）の内容、費用の額その他必要と認められる事項を

記載したサービス提供証明書を利用者に交付する。 

 

１５ 利用者に関する町への報告 

  指定事業者は、通所型サービス（緩和型）を受けている利用者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に報告しなければならない。 

  （１） 正当な理由なしに通所型サービス（緩和型）の利用に関する指示に従わない

ことにより、支援の状態の程度を悪化させたと認められるとき、又は、要介護

状態等になったと認められるとき。 

  （２） 偽りその他の不正行為によって総合事業支給費を受け、又は受けようとした

とき。 

 

 １６ 緊急時等の対応 

 指定事業所の従業者は、現に通所型サービス（緩和型）の提供を行っているときに 

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行 

う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

１７ 運営規定 

 指定事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 

規定を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職種の内容 

（３） 営業日及び営業時間 

（４） 通所型サービス（緩和型）の利用定員 

（５） 通所型サービス（緩和型）の内容及び利用料その他の費用の額 

（６） 通常の事業の実施地域 

（７） サービス利用に当たっての留意事項 

（８） 緊急時等における対応方法 



（９） 非常災害対策 

（１０）虐待の防止のための措置に関する事項 

（１１）その他運営に関する重要事項 

 
１８ 掲示 

 （１） 指定事業者は、指定事業所の見やすい場所に第１７条に規定する重要事項に関

する規定の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 （２） 指定事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、

かつこれをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲

示に代えることができる。 

 

１９ 勤務体制の確保等 

指定事業者は、利用者に対し通所型サービス(緩和型)を提供できるよう、指定事業所

ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

（１） 指定事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従事者によって通所型サービス(緩    

   和型)を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない 

    業務については、この限りでない。 

（２）  指定事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。その際、当該指定事業者は、全ての通所型サービス従事者（看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定め

る者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に

係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。ただ

し、令和６年３月３１日までの間、規定の適用については、努力義務とする。 

（３）  指定事業者は、適切な通所型サービス(緩和型)の提供を確保する観点から、職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

２０ 定員の遵守 

  指定事業者は、利用定員を超えて通所型サービス（緩和型）の提供を行ってはならな

い。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

２１ 非常災害対策 

（１）  指定事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従事者へ周知するとともに、定

期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（２） 指定事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得ら

れるように連携を努めなければならない 

 

２２ 衛生管理等 

 （１） 指定事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わな



ければならない。 

 （２） 指定事業者は、指定事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなけ

ればならない。 

 （３） 指定事業者は、事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討す

る委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者

に周知徹底を図らなければならない。 

 （４）  指定事業者は、事務所において感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整 

備しなければならない。 

 （５） 指定事業者は、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。 

 （６） ただし、令和６年３月３１日までの間、前３項の規定の適用については、努力

義務とする。 

 

２３ 業務継続計画の策定等 

  指定事業者は、感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対するサービスの提 

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以 

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じな 

ければならない。ただし、令和６年３月３１日までの間、この規定の適用については努 

力義務とする。 

 

２４ 秘密保持等 

（１） 指定事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。 

（２） 指定事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければならない。 

（３） 指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場

合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、

あらかじめ書面により得ておかなければならない。 

 

２５ 地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止 

  指定事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定

の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

 

２６ 苦情への対応 

 （１） 指定事業者は、提供した通所型サービス（緩和型）に係る利用者及びその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置する

等の必要な措置を講じなければならない。 

（２） 指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

（３） 指定事業者は、提供した通所型サービス（緩和型）に関し、町長が行う帳簿書 



   類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会  

   に応じ、利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町からの指 

   導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ 

   なければならない。 

（４） 指定事業者は、町からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を町に報告しな  

   ければならない。 

（５） 指定事業者は、提供した通所型サービス（緩和型）に係る利用者からの苦情に関 

して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連

合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

（６） 指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、前項の改善 

の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

２７ 地域との連携 

指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービス（緩和型）に 

関する利用者からの苦情に関して、町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の

町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

２８ 事故発生時の対応 

（１） 指定事業者は、利用者に対する通所型サービス（緩和型）の提供により事故が発 

   生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等 

   に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

（２） 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しな 

   ければならない。 

（３） 指定事業者は、利用者に対する通所型サービス（緩和型）の提供により賠償すべ 

   き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

２９ 虐待の防止 

  指定事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなけ 

ればならない。ただし、令和６年３月３１日までの間、以下の規定の適用については努 

力義務とする。 

（１） 指定事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催す 

   るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

（２） 指定事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

（３） 指定事業所において、従業者等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施す 

   ること。 

（４） 前３項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

３０ 記録の整備 

（１） 指定事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ 

ればならない。 

（２） 指定事業者は、利用者に対する通所型サービス（緩和型）の提供に関する次に掲



げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

   （ア） 通所型サービス個別サービス計画 

   （イ） 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

   （ウ） 町への報告に係る記録 

   （エ） 苦情の内容等の記録 

（オ） 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

３１ 管理者の責務 

 （１） 指定事業所の管理者は、通所型サービス個別サービス計画の作成に当たりその

内容について利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得なければならない。 

（２） 指定事業所の管理者は、通所型サービス個別サービス計画を作成した際には、 

当該計画を利用者に交付しなければならない。 

（３） 指定事業所の管理者は、通所型サービス個別サービス計画に基づくサービスの 

提供の開始から少なくとも１月に１回は、当該利用者の状態、当該利用者に対す

るサービスの提供状況等について、吉見町地域包括支援センターに報告するとと

もに、当該通所型サービス個別サービス計画に記載したサービスの提供を行う期

間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該通所型サービス個別サービス計画

の実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）を行うものとする。 

（４） 指定事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を吉見町地域

包括支援センターに報告しなければならない。 

（５） 指定事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サ

ービス個別サービス計画の変更を行うものとする。 

 

３２ 安全管理体制の確保 

（１） 指定事業所は、サービス提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じ

た場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底

を図るとともに、速やかに主治医への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあ

らかじめ定めておかなければならない。 

（２） 指定事業所は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に

努めなければならない。 

 

３３ 通所型サービス（緩和型）事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供 

（１） 指定事業者は、通所型サービス（緩和型）事業を廃止し、又は休止しようとす

るときは、その廃止又は休止の日の１月前までに、次に掲げる事項を町長に届け

出なければならない。 

（ア） 廃止し、又は休止しようとする年月日 

（イ） 廃止し、又は休止しようとする理由 

（ウ） 現に通所型サービス（緩和型）を受けている者に対する措置 

（エ） 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

（２） 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは当該届

出の日の前１月以内に当該通所型サービス（緩和型）を受けていた者であって当

該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービス（緩和型）



に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス等が継続

的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター及

び他の通所型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を

行わなければならない。 

  

３４ 電磁的記録等 

  書面で行うことが規定されている又は想定されているものについて、以下の見直しを

行う。 

（１）指定事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面で行うことが

想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うこ

とができる。 

（２）指定事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するもの（以下「交

付等」という。）のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等

の相手方の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法によることができる。 

 



第４章 訪問型サービス（緩和型）事業の指定事業所の人員、設備、及び運営に関す 

る基準（要綱第４条第１項関係） 

 

１ 一般原則 

（１） 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めなければならない。 

（２） 指定事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、

他のサービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との

連携に努めなければならない。 

 

２ 基本方針 

（１） 訪問型サービス（緩和型）は、利用者の状態を踏まえながら住民主体による支援

等の多様なサービスの利用を促進し、指定事業所による専門的技術等のサービスが

適すると認められた方に対し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

（２） 指定事業者は、利用者の課題に応じて明確な目標を定めて、自立支援に資するサー

ビスを提供することにより、一般介護予防事業への移行を図るよう努めなければな

らない。 

 

３ 従業者等の員数 

（１） 指定事業者は、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者（訪問型サービス（緩

和型）の提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者及び町指定の研修

を修了した者をいう。）の員数は、当該訪問型サービス（緩和型）の事業を適切に

行うために必要と認められる数とする。 

（２） 指定事業者は、事業所ごとに従業者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる

数の者を訪問事業責任者としなければならない 

（３） 前２項の訪問事業責任者は、介護福祉士、介護福祉士実務研修修了者等であって、

訪問型サービス（緩和型）に従事する者をもって充てなければならない。ただし、

利用者に対する訪問型サービス（緩和型）の提供に支障がない場合は、同一敷地内

にある他の事業所等に従事することができる。 

（４） 指定事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問事業者の指定を併せて受

け、かつ、訪問型サービス（緩和型）と指定訪問介護の事業又は訪問型サービス（緩

和型）と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合には、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

４ 管理者 

  指定事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな

らない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者を当該事業所の他の職

務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

 



５ 設備等 

（１） 指定事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設け、

並びに訪問型サービス（緩和型）の提供に必要な設備及び備品等を備えなければな

らない。 

（２） 指定事業所が、指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問型サービス（緩和

型）の事業と訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

（３） 指定事業所が指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービ

ス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定がある事務室等の共用

が可能である。また、車両等基準上の規定はないが設置されるものについても、利用

者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。 

 

６ 訪問型サービス計画の作成 

 指定事業所の訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希

望を踏まえて、訪問型サービス（緩和型）の目標、当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別サービス

計画を作成するものとする。 

 

７ 内容及び手続きの説明及び同意 

（１） 指定事業者は、訪問型サービス（緩和型）の提供開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規定の概要、従業者の勤務体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならな

い。 

（２） 指定事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規

定による文書の交付に代えて電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法による

承諾を得ることができる。この場合において当該指定事業者は当該文書を交付した

とみなす。この方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力するこ

とにより文書を作成することができるものでなければならない。 

 

８ 受給資格等の確認 

  指定事業者は、訪問型サービス（緩和型）の提供を求められた場合は、その者の提示

する被保険者証によって、被保険者資格、要支援者等の認定の有無及び認定の有効期間

を確認するものとする。 

 

９ 心身の状態等の把握 

  指定事業者は、訪問型サービス（緩和型）の提供に当たっては、利用者に係る地域包

括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努

めなければならない。 

 



１０ 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供 

  指定事業者は、介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った訪

問型サービス（緩和型）を提供しなければならない。 

 

１１ 介護予防サービス計画の変更の支援 

  指定事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者

に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

 

１２ 身分を証する書類の携行 

  指定事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はそ

の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

１３ サービス提供の記録 

（１） 指定事業者は、訪問型サービス（緩和型）を提供した際には、提供日及び内容、

当該訪問型サービス（緩和型）について利用者に代わって支払いを受ける総合事

業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書

面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

（２） 指定事業者は、訪問型サービス（緩和型）を提供した際には、提供した具体的

なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、

文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければ

ならない。 

 

１４ 利用料等の受領 

（１） 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービス（緩和型）を

提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービス（緩

和型）に係る総合事業支給費の額から当該事業者に支払われる費用の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。 

（２） 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス（緩和型）

を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービス（緩

和型）に係る総合事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしな

ければならない。 

（３） 指定事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事 

業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービス（緩和型）を行う場合は、

それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

（４） 指定事業者は、前３項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を

行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

１５ 証明書の交付 

 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス（緩和型）に係る 

利用料の支払いを受けた場合は、提供した訪問型サービス（緩和型）の内容、費用の額 

その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付する。 



１６ 同居家族に対するサービス提供の禁止 

 指定事業者は、従業者に、その同居家族である利用者に対する訪問型サービス（緩和

型）の提供をさせてはならない。 

 

１７ 利用者に関する町への通知 

  指定事業者は、訪問型サービス（緩和型）を受けている利用者が次の各号のいずれか

に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。 

 （１） 正当な理由なしに訪問型サービス（緩和型）の利用に関する指示に従わないこ

とにより、支援の状態の程度を悪化させたと認められるとき、又は、要介護状態

等になったと認められるとき。 

 （２） 偽りその他不正な行為によって総合事業支給費を受け、又は受けようとしたと

き。 

 

１８ 緊急時等の対応 

  指定事業所の従業者は、現に訪問型サービス（緩和型）の提供を行っているときに、 

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

１９ 運営規定 

  指定事業者は、事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定

を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職種の内容 

（３） 営業日および営業時間 

（４） 訪問型サービス（緩和型）の内容及び利用料その他の費用の額 

（５） 通常の事業の実施地域 

（６） 緊急時等における対応方法 

（７） 虐待の防止のための措置に関する事項 

（８） その他運営に関する重要事項 

 

２０ 掲示 

 （１） 指定事業者は、指定事業所の見やすい場所に第１９条に規定する重要事項に関

する規定の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 （２） 指定事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、

かつこれをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲

示に代えることができる。 

 

２１ 勤務体制の確保等 

 指定事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービス(緩和型)を提供できるよう、指定事 

業所ごとに、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

（１）  指定事業者は、指定事業所ごとに、当該指定事業所の従事者によって訪問型サ



ービスを提供しなければならない。 

（２） 指定事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

（３） 指定事業者は、適切な訪問型サービスの提供を確保する観点から、職場において  

    行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

２２ 衛生管理等 

 （１） 指定事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わ

なければならない。 

（２） 指定事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなけれ 

    ばならない。 

（３） 指定事業者は、事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討

する委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について従業

者に周知徹底を図らなければならない。 

 （４） 指定事業者は、事務所において感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整 

備しなければならない。 

 （５） 指定事業者は、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。 

 （６） ただし、令和６年３月３１日までの間、前３項の規定の適用については、努力

義務とする。 

 

２３ 業務継続計画の策定等 

  指定事業者は、感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対するサービスの提 

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以 

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じな 

ければならない。ただし、令和６年３月３１日までの間、この規定の適用については、 

努力義務とする。 

 

 

２４ 秘密保持等 

（１） 指定事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らしてはならない。 

（２） 指定事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講

じなければならない。 

（３） 指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い 

る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同

意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。 

２５ 地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止 

  指定事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定



の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

 

２６ 不当な働きかけの禁止 

  指定事業者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、地域包括支援センター

等の介護支援専門員又は利用者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置づける

よう求めることその他の働きかけを行ってはならない。 

 

２７ 苦情への対応 

（１） 指定事業者は、提供した訪問型サービス（緩和型）に係る利用者及びその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置する

等の必要な措置を講じなければならない。 

（２） 指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

（３） 指定事業者は、提供した訪問型サービス（緩和型）に関し町長が行う帳簿書類

その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会

に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町か

らの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。 

（４） 指定事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告

しなければならない。 

（５） 指定事業者は、提供した訪問型サービス（緩和型）に係る利用者からの苦情に

関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団

体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って

必要な改善を行わなければならない。 

（６） 指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、前項の改

善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

２８ 地域との連携 

 指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービス（緩和型）に

関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の

町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

２９ 事故発生時の対応 

（１） 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービス（緩和型）の提供により事故が

発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センタ

ー等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

（２） 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録し

なければならない。 

（３） 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービス（緩和型）の提供により賠償す

べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 



３０ 虐待の防止 

  指定事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなけ 

ればならない。ただし、令和６年３月３１日までの間、以下の規定の適用については、 

努力義務とする。 

 （１） 指定事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催 

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

 （２） 指定事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

 （３） 指定事業所において、従業者等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施 

すること。 

 （４） 前３項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

 

３１ 記録の整備 

（１） 指定事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

（２） 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービス（緩和型）に関する次の各号に 

掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

   （ア） 訪問型サービス個別サービス計画 

   （イ） 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

   （ウ） 町への報告に係る記録 

   （エ） 苦情の内容等の記録 

（オ） 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

３２ 訪問事業責任者の責務 

  訪問事業責任者は、地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスの提供にあたり

把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活状況に係る

必要な情報の提供を行うこと。 

 

３３ 訪問型サービス（緩和型）の提供にあたっての留意点 

 訪問型サービス（緩和型）の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点

から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 

 （１） 指定事業者は、サービスの提供にあたり、介護予防支援又は介護予防マネ 

    ジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービス（緩和

型）の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔 

    軟なサービスの提供に努めること。 

 （２） 指定事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を    

    行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による 

    自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても 

考慮しなければならないこと。 

 

３４ 事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供 

 （１） 指定事業者は、当該訪問型サービス（緩和型）の事業を廃止し、又は休止しよ



うとするときは、その廃止又は休止の日の１月前までに、次に掲げる事項を町長

に届け出なければならない。 

（ア） 廃止し、又は休止しようとする年月日 

（イ） 廃止し、又は休止しようとする理由 

（ウ） 現に訪問型サービス（緩和型）を受けている者に対する措置 

（エ） 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

（２） 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該

届出の日の前１月以内に当該訪問型サービス（緩和型）を受けていた者であって、

当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービス（緩和

型）に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が

継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等、

他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行

わなければならない。 

 

３５ 電磁的記録等 

  書面で行うことが規定されている又は想定されているものについて、以下の見直しを

行う。 

（１）指定事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面で行うこと

が想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行

うことができる。 

（２）指定事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するもの（以下「交

付等」という。）のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付

等の相手方の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法によることができる。 

 

 

 

   附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成３１年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 


